
　霊園に納骨（埋蔵）するには、

　「火葬許可証　又は　改葬許可証」　等 を　霊園利用許可証　とともに、

１． 添付書類

（１） 遺骨を、自宅の仏壇にある又はお寺の仏壇に預けてある場合　(遺骨がまだ埋蔵されていない。)

（２） 遺骨が、お寺等の墓地に埋蔵されている、又は納骨堂に預けていて、その遺骨を全部移す場合
（改葬）

（３） 遺骨が、お寺等の墓地に埋蔵されている、又は納骨堂に預けていて、その遺骨の一部を移す場合

埋葬・埋蔵・収蔵証明書　と　霊園利用許可証
（分骨）

２． 添付書類は、次により用意してください。

○　火葬許可証 －－ 　市町村長発行の火葬許可証へ、火葬場で火葬執行後火葬の証明印を押印

して喪主に渡します。

○　改葬許可証 －－ 　市町村役場(市民・住民課）にある改葬許可申請書へ、現在の遺骨の管理

　 　　者 （お寺や納骨堂）の証明印を押印してもらい、その申請用紙を遺骨所在地の

　　市町村役場(市民・住民課）へ提出して、改葬許可証の交付を申請してください。

○　埋葬・埋蔵・収蔵証明書 －－現在の遺骨の管理者（お寺や納骨堂）から、遺骨の埋葬・埋蔵・

収蔵を証明していただく。

３． 霊園使用者がご逝去なさった場合は、速やかに「霊園承継利用」の手続後、納骨してください。

４． お墓参りについて

　墓参時の供物及びゴミ等についてはお持ち帰り願います。生花については、時期をみて霊園で

整理します。線香・ﾛｰｿｸ等火災予防には十分注意してください。また、霊園内で喫煙する場合は、

管理棟でお願いします。

　１２月１日～３月初旬は、維持管理のため管理棟を閉鎖しますが、事前にご連絡をいただければ、

休憩室を開放します。手桶を用意しますので、トイレ手洗場下の蛇口をご利用ください。大雪の場

合における除雪については、主な通路のみ行います。（配備した雪かき用具をご利用ください。）

５． 提出先

事前に提出してください。

火葬許可証 と 霊園利用許可証

改葬許可証 と 霊園利用許可証

桑原雁塚霊園「桜花苑」へ納骨するにあたって

千曲市役所 市民環境部 ２７３－１１１１ 環境課 環境保全係 内線 2201

＊ 桑原雁塚霊園の住所は、千曲市大字桑原２９３５番地です。


